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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第95期

第２四半期連結
累計期間

第96期
第２四半期連結

累計期間
第95期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（百万円） 58,253 58,247 121,532

経常利益（百万円） 8,830 8,840 18,677

四半期（当期）純利益（百万円） 7,120 5,953 12,176

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
7,921 7,645 16,510

純資産額（百万円） 107,880 120,784 114,872

総資産額（百万円） 147,490 161,041 157,106

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 173.88 145.40 297.37

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 73.1 75.0 73.1

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△2,077 1,651 9,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△20,571 △1,853 △26,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△1,957 △1,919 △3,729

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（百万円）
18,247 20,695 22,322

　

回次
第95期

第２四半期連結
会計期間

第96期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 81.49 73.01

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 
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２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。

　

主要な関係会社の異動については以下のとおりであります。　

＜家庭用品製造販売事業＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小林ヘルスケア（タイランド）カンパニー　リミティッドは平成25年６月19日付けで新たに設立いたしました

ので、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

　

＜通信販売事業＞

　主要な関係会社の異動はありません。　

　

＜医療関連事業＞　                                                                               

　前連結会計年度において持分法適用関連会社でありました日本メディカルネクスト株式会社は保有する全株式

について平成25年５月20日付けで三菱商事株式会社へ譲渡したため、第１四半期連結会計期間より持分法適用の

範囲から除外しております。

　

＜その他事業＞

　主要な関係会社の異動はありません。　　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

 　

（１）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、政府による金融・財政政策に対する期待感から円安や株価

の上昇など回復の兆しが見られるものの、雇用環境や所得の改善は限定的であることから個人消費は依然厳しく、

先行き不透明な状況で推移いたしました。　

　そうした状況の中で当社グループは、経営理念である「人と社会に素晴らしい快を提供する」の精神を一層発揮

すべきときと考え、顧客の潜在ニーズを満たす新製品やサービスの提供、市場の活性化を促す既存ブランドの育

成、今後の成長事業への積極的な投資に努めてまいりました。

　その結果、売上高は58,247百万円と前年同期と比べ5百万円（△0.0％）の減収、営業利益は8,623百万円と前年

同期と比べ385百万円（4.7％）の増益、経常利益は8,840百万円と前年同期と比べ10百万円（0.1％）の増益となり

ました。四半期純利益においては5,953百万円と前年同期と比べ1,166百万円（△16.4％）の減益となりました。

　

セグメントの業績の概要は次のとおりであります。

　

①家庭用品製造販売事業

　当事業では、新市場の創造と既存市場の拡大に努めた新製品を39品目発売いたしました。なかでも、湿疹・皮膚

炎を鎮める漢方油膜軟膏「アピトベール」や、お部屋用芳香消臭剤「消臭元　木のある生活」「消臭元　香る

Flower」、愛犬家用芳香消臭剤「消臭元　いぬのきもち」、香るトイレ用洗剤「ブルーレット香るトイレ用洗剤」

などが好調に売上を伸ばし、業績に貢献しました。

　既存品においては、口腔衛生品では歯間清掃具「糸ようじ」「やわらか歯間ブラシ」、芳香消臭剤ではお部屋用

芳香消臭剤「お部屋の消臭元」や水洗トイレ用芳香洗浄剤「ブルーレット」、食品では健康茶「小林製薬の杜仲

茶」の売上が好調に推移しました。さらに、衛生雑貨品では東南アジア・米国などで販売している額用冷却シート

が、順調に売上を伸ばしました。

　一方、前年９月に発売した肥満症改善薬「ナイシトールＧ」において発売時の大量出荷の反動もあり、医薬品の

売上は前年を下回りました。

　その結果、売上高は53,251百万円と前年同期と比べ909百万円（1.7％）の増収、セグメント利益（経常利益）は

7,994百万円と前年同期と比べ43百万円（△0.5％）の減益となりました。なお、営業利益は8,248百万円と前年同

期と比べ191百万円（2.4％）の増益となりました。

　

（売上高の内訳）

　

前第２四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日

至　平成24年９月30日）　

当第２四半期連結累計期間

（自　平成25年４月１日

至　平成25年９月30日）　

増減　

　
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

増減率

（％）

　医薬品 11,611 22.2 11,247 21.1 △363 △3.1

　口腔衛生品 8,002 15.3  8,135 15.3 133 1.7

　衛生雑貨品 8,549 16.4 8,602 16.2 52 0.6

　芳香・消臭剤 15,719 30.0 16,320 30.6 600 3.8

　家庭雑貨品 2,203 4.2 2,214 4.2 11 0.5

　食品 3,984 7.6　 4,363 8.2 378 9.5

　カイロ 2,272 4.3 2,368 4.4 96 4.3

　合計 52,342 100.0 53,251 100.0 909 1.7

（注）１． 売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおり、その金額は前第２四半期連結累計期間で

は計1,359百万円、当第２四半期連結累計期間では計1,491百万円となっております。

　　　２． 当第２四半期連結累計期間よりカテゴリーの一部見直しを行いました。その結果、前第２四半期連結累計期

間の売上高において、「第95期　第２四半期報告書」に記載のものから衛生雑貨品は1,286百万円増加し、カ

イロは1,286百万円減少しております。
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②通信販売事業　

　当事業では、栄養補助食品、スキンケア製品等の通信販売を行っており、広告展開やダイレクトメールを中心と

した積極的な販売促進による、新規顧客の開拓と既存顧客への購入促進に努めました。

　その結果、売上高は5,176百万円と前年同期と比べ259百万円（5.3％）の増収、セグメント利益（経常利益）は

28百万円（前年同四半期はセグメント損失（経常損失）123百万円）となりました。なお、営業利益は24百万円

（前年同四半期は営業損失125百万円）となりました。

　売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおりません。

　

③医療関連事業

　平成24年５月31日付けで連結子会社の小林メディカル株式会社の株式の80％を三菱商事株式会社に譲渡したた

め、同社は連結子会社から持分法適用関連会社となりました。なお、同社は平成24年11月１日付けで、日本メディ

カルネクスト株式会社に社名を変更しております。また、平成25年５月20日付けで残りの全株式も三菱商事株式会

社に譲渡いたしました。

　その結果、売上高は732百万円と前年同期と比べ1,079百万円（△59.6％）の減収、セグメント利益（経常利益）

は488百万円と前年同期と比べ67百万円（△12.1％）の減益となりました。なお、営業利益は130百万円と前年同期

と比べ115百万円（768.2％）の増益となりました。

　売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおりません。

　

④その他事業

　上記の３事業をサポートする当事業（運送業、合成樹脂容器の製造販売、保険代理業、不動産管理、広告企画制

作等）では、各社が独立採算で経営をしているものの、３事業への利益貢献もその目的としており、資材やサービ

ス提供についてその納入価格の見直しを適宜行いました。

　その結果、売上高は2,736百万円と前年同期と比べ633百万円（△18.8％）の減収、セグメント利益（経常利益）

は577百万円と前年同期と比べ13百万円（△2.3％）の減益となりました。なお、営業利益は156百万円と前年同期

と比べ137百万円（△46.8％）の減益となりました。

　売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおり、その金額は前第２四半期連結累計期間では計

2,829百万円、当第２四半期連結累計期間では計2,158百万円となっております。

 

 

（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は1,651百万円（前年同四半期は2,077百万円の使用）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益が9,313百万円、減価償却費が1,254百万円、売上債権の増加額が1,574百万円、た

な卸資産の増加額が1,907百万円,法人税等の支払額が4,113百万円によるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は1,853百万円（前年同四半期は20,571百万円の使用）となりました。これは主

に、定期預金の預入による支出が30,010百万円、定期預金の払戻による収入が29,500百万円、有形固定資産の取

得による支出が1,456百万円、関係会社株式の売却による収入が1,000百万円によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は1,919百万円（前年同四半期は1,957百万円の使用）となりました。これは主に、

配当金の支払額が1,759百万円、リース債務の返済による支出が157百万円によるものです。

 

　 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より1,626百万円減少

し20,695百万円となりました。

　

EDINET提出書類

小林製薬株式会社(E01047)

四半期報告書

 6/30



（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

  今後の我が国の経済は、政府による金融・財政政策に対する期待感から円安や株価の上昇など回復の兆しが見ら

れるものの、雇用環境や所得の改善は限定的であることから個人消費は依然厳しく、先行き不透明な状態が続くと

予想されます。

　このような状況にあって、当社グループでは「“あったらいいな”をカタチにする」をブランドスローガンに、

今までにない付加価値のある新製品を開発し、お客様に提供することに努めてまいります。　

　家庭用品製造販売事業では、引き続きお客様の潜在ニーズを満たす新製品を発売し、新たな需要喚起を図ってい

きます。また、高齢化や健康意識の高まりから漢方や口腔衛生品などのヘルスケア領域の強化に努め、ブランドご

とに策定したマーケティングプランに基づき、積極的な販売活動を行っていきます。大きな成長が見込める海外事

業では、米国、中国、東南アジアを中心に、カイロや「熱さまシート」を中心とした販売戦略のもと、さらなる売

上拡大に取り組んでいきます。

　通信販売事業では、引き続き栄養補助食品やスキンケア製品において積極的な販売促進活動を行い、既存顧客へ

の継続購入の促進に努め、売上拡大を図っていきます。また、化粧品「ヒフミド」や育毛液「アロエ育毛液」など

のスキンケア製品では積極的な広告展開も行い、新規顧客の開拓に努めていきます。

　当社グループは、経営理念「人と社会に素晴らしい快を提供する」に基づき、今後も徹底した品質管理のもと、

製品・サービスの開発を実践してまいります。

　　　

株式会社の支配に関する基本方針について

　当社は、平成19年６月28日開催の第89期定時株主総会において株主の皆様の承認を受け、当社株式の大規模買付

行為に関する対応策を導入し、平成25年６月27日開催の第95期定時株主総会において、株主の皆様の承認を受け、

一部を変更のうえ継続いたしました。

　

　①　基本方針の内容の概要

　　 　当社は上場会社である以上、当社の株式が市場で自由に取引されるべきことは当然であり、特定の者の大規模

な買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを一

概に否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような当社の株式買付提案に応じるか否か

の最終判断は株主の皆様に委ねられるべきものであります。

　　 　しかし、株式の大規模な買付のなかには、専ら買付者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株主の皆様の

株式の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が大規模買付の内容等について検討し、あ

るいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価

値ひいては株主共同の利益を損なうと思われるものも散見されます。

　　 　当社が、企業価値の源泉を見失うことなく、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくために

は、常に中長期的な視点に立ち、参入している各事業領域でナンバーワンとなる競争力を強化する必要がありま

す。これを当社グループが具現化できる所以は、全社員がブランド憲章を共有していると同時に、それを実現で

きる自由闊達でチャレンジできる社風が整っているからだと考えております。

　　 　一方、平成25年３月31日現在において、当社役員およびその関係者によって発行済株式の約30％が保有されて

おります。しかし、当社の大株主は個人株主でもあることから各々の事情に基づき株式を譲渡その他の処分をし

ていく可能性は否定できません。また、今後も株式の一層の流動性の向上および株主数の増加を目的とした施策

の実施もあり得ることから、その場合にはそれら株主の持株比率が低下する可能性があります。このため今後、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する株式の大規模な買付がなされる可能性を有すると考えておりま

す。

　　 　これらを考慮し、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社に対して下記③a.(a)また

は(b)に該当する買付け等（取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「大規模買付行為」といいます。）が行

われた際に、かかる大規模買付行為を行う者（以下「大規模買付者」といいます。）に対し、遵守すべき手続き

を明確にし、株主の皆様が適切な判断を行うための時間と情報を確保するとともに、株主の皆様に経営陣の計画

や代替案等を提示したり、大規模買付者との交渉等を行っていくことを可能とするため、「当社株式の大規模買

付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続を決定いたしました（以下当社株式の大規模買付行為に関する対

応策（買収防衛策）を「本プラン」といいます。）。
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　②　基本方針の実現に資する取組みの概要

　　 　当社グループはお客様の「“あったらいいな”をカタチにする」をコーポレートブランドスローガンに掲げ、

毎期、お客様に新しい価値を提供する新製品に関して業界内では類を見ない発売数を誇っております。また、各

製品のコンセプトを明確にし、お客様に製品の特徴を容易に理解いただくため、わかりやすいマーケティングを

実践しているのも当社の大きな特徴です。これらの施策を継続、徹底することにより業績拡大、企業価値向上が

実現できるものと考えております。

　 　　当社は企業価値の最大化を実現するためには株主価値を高めることが課題であると認識し、このため迅速かつ

正確な情報開示と、経営の透明性の向上に努めるため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりま

した。具体的には、社長および執行役員が経営の執行にあたる一方で、会長を議長とする取締役会が経営の監督

機能を担うという体制を整備し、さらには社外取締役と社外監査役を選任することで監督機能を強化しておりま

す。

　　 　また、当社グループでは、経営陣に対して現場の生の声を直接伝える場を積極的に設ける等、誰に対しても意

見が言える非常に風通しの良い社風を持ち合わせております。この社風を維持、発展させることも有効なコーポ

レート・ガバナンスの手段であると考えております。

　　 　当社は、上記のような企業価値向上に向けたさまざまな取組みが株主の皆様をはじめ全てのステークホルダー

の皆様の利益に繋がるものと確信しております。

　

　③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する

た　 めの取組み（本プランの内容）の概要

　　 a.　対象となる大規模買付行為

　 　　　大規模買付行為とは、次の(a)または(b)に該当する買付行為を指します。

　　 　　(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け等

　　 　　(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けにかかる株券等の株券等所有割合およびその特別関係者

の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

　

　　 b.　本プランに定める手続き

　　 　　(a)大規模買付者に対する情報提供の要求

　　 　　　 　大規模買付者には、取締役会が友好的な買付け等であると認めた場合を除き、まず、代表取締役宛に、

大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および提案する大規模買付行為の概

要を明示した、本プランに従う旨の「意向表明書」を当社所定の書式により提出していただきます。

　　　　　　　次に、取締役会は、意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者に対し、株主の皆様の判断および

取締役会としての意見形成のために必要な情報（以下「本必要情報」といいます。）のリストを交付し、

本必要情報の提供を求めます。提供していただいた情報を精査した結果、本必要情報として不十分である

と判断した場合には、取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求め

ます。

　　　　　　　本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的および内容によって異なりま

す。なお、取締役会は、意向表明書が提出された事実および取締役会に提供された本必要情報のうち、株

主の皆様の判断のために必要であると認められる事項を、取締役会が適切と判断する時点で、その全部ま

たは一部を開示します。　

　　　　（b)独立委員会の設置

　 　　　　 　当社は、本プランを適正に運用し、取締役会または取締役によって恣意的な判断がなされることを防止

するため、「独立委員会規則」に従い、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は３名以上とし、公

正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当

社社外監査役、および社外有識者のなかから選任します。

　　　　　　　取締役会は、大規模買付者より本必要情報の提出を受けたときは、これを遅滞なく独立委員会に送付

し　ます。

　　 　　　 　本プランにおいては、下記③c.(a)のとおり、大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合

には、原則として大規模買付行為に対する対抗措置を発動せず、下記③c.(b)のとおり、大規模買付者が

本プランに定める手続きを遵守しなかった場合には、対抗措置を発動する場合がある、という形で対抗措

置発動に係る客観的な要件を設定しておりますが、下記③c.(a)に記載のとおりの例外的対応をとる場

合、ならびに下記③c.(b)に記載のとおりの対抗措置を発動する場合には、取締役会は、取締役会の判断

の合理性を担保するため、独立委員会に諮問することとします。
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　　　　　　　独立委員会は、「独立委員会規則」に定められた手続きに従い、大規模買付者の買付内容につき評価、

検討し、取締役会に対する勧告を行います。取締役会はその勧告を最大限尊重し、上記対抗措置の発動ま

たは不発動等に関する決議を速やかに行うものとします。取締役会は、かかる決議を行った場合、速やか

に情報開示を行うものとします。　

　　 　　(c)取締役会による評価期間

　　　　　　　大規模買付者が取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、取締役会は、取締役会による評価・検

討、大規模買付者との交渉、大規模買付行為に対する意見形成、代替案立案のための期間（以下「評価期

間」といいます。）として、当該買付の内容に応じて下記ⅰまたはⅱの期間を設定します。大規模買付行

為は、大規模買付者が取締役会に対して本必要情報の提供を完了し、評価期間が経過し、取締役会が必要

と判断した場合には、(d)の株主意思確認手続を経た後にのみ開始されるものとします。

　　　　 　 　ⅰ対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる株式の買付の場合は60日間

　　 　　　 　ⅱその他の買付の場合は90日間

　　　　　　　ただし、取締役会は、上記ⅰまたはⅱの評価期間の延長が必要と判断した場合は、独立委員会に諮問

し、その勧告を最大限尊重した上で必要に応じて評価期間を最大30日間延長できるものとします。

　　 　　　 　評価期間中、取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けなが

ら、提供された本必要情報を十分に評価、検討します。また、取締役会は必要に応じ、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買付者との間で条件改善について交渉を行うこ

と、あるいは、株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。

　　　　　　　なお、取締役会は、本必要情報の提供が完了した場合には、適切な時点でその旨および評価期間が満了

する日を公表いたします。また、独立委員会の勧告を受け、評価期間を延長する場合には、延長期間とそ

の理由を適切な時点で開示します。

　　 　　(d)株主意思確認手続

　　　　　　　取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置を発動するにあたり、株主の皆様のご意思を尊重する趣

旨から、独立委員会の勧告を受けたうえで、大規模買付行為に対し、対抗措置発動の可否またはその条件

について株主の皆様に判断していただくこともできるものとします。　　　　　　　

　　　　　　　株主の皆様の意思の確認は、会社法上の株主総会またはそれに類する手続き（以下「株主意思確認手

続」といいます。）による決議によるものとします。取締役会は、株主意思確認手続を開催する場合に

は、株主意思確認手続の決議の結果に従い、大規模買付行為の提案に対し、対抗措置を発動しまたは発動

しないことといたします。

　

　　 c.　大規模買付行為がなされた場合の対応策

　　 　　(a)大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合

　　　　　　　大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合には、取締役会は、当該買付提案についての反

対意見の表明や、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として大規模買付行

為に対する対抗措置は発動しません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、

当該買付提案および取締役会が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いた

だくことになります。

　　　　　　　ただし、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある場合で、か

つ、対抗措置を発動することが相当であると取締役会または株主意思確認手続において判断したときに、

取締役会は、新株予約権の無償割当てその他法令または当社定款が取締役会の権限として認める措置をと

り、大規模買付行為に対抗するものとします。

　　　　　　　具体的な対抗措置については、新株予約権の無償割当てなどその時点で相当と認められるものを選択す

ることとなります。

　　　　　　　なお、対抗措置を発動する際の判断の客観性および合理性を担保するため、取締役会は、大規模買付者

の提供する本必要情報に基づいて、外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付者および大規模買付行為

の具体的内容や、大規模買付行為が株主の皆様の全体の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの勧

告および株主意思確認手続の結果を最大限尊重した上で判断します。
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　　 　　(b)大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守しない場合

　　　　　　　大規模買付者により、本プランに定める手続きが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何

にかかわらず、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約

権の無償割当て等の対抗措置を発動する場合があります。取締役会は、大規模買付者が本プランに定める

手続きを遵守したか否か、対抗措置の発動の適否、発動する場合の対抗措置の内容について、外部専門家

等の意見も参考にし、また独立委員会の勧告および株主意思確認手続の結果を最大限尊重し決定します。

　　　　　　　具体的な対抗措置については、新株予約権の無償割当てなどその時点で相当と認められるものを選択す

ることとなります。

　　 　　(c)対抗措置発動の中止・変更について

　　　　　　　大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行う等、対抗措置を発動することが適切でないと取

締役会が判断した場合には、取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動を中止ま

たは変更することができるものとします。このような対抗措置発動の中止または変更を行う場合は、取締

役会は、独立委員会が必要と認める事項とともに速やかに情報開示を行うものとします。

　

　　 d.　本プランの有効期間、継続と廃止および変更

　 　　 　本プランの有効期間は平成28年６月30日までに開催される第98期定時株主総会の終結の時までとします。た

だし、定時株主総会において本プランを継続することが承認された場合は、かかる有効期間はさらに３年間延

長されるものとします。取締役会は、本プランを継続することが承認された場合、その旨を速やかにお知らせ

します。

　　 　 　本プランについては、有効期間の満了前であっても、株主総会または取締役会により本プランを廃止する旨

の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。従って、本プランは、株主の皆

様のご意向に従ってこれを廃止することが可能です。

　　 　 　また、取締役会は、本プランの有効期間中であっても、株主総会決議の趣旨に反しない場合（平成25年５月

27日以降本プランに関する法令・金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を

反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、株主に不利益

を与えない場合等を含みます。）、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合が

あります。

　　　　　当社は、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止または変更等の事実、ならびに変更等

の場合には変更等の内容その他取締役会が適切と認める事項について、情報開示を速やかに行います。

　

　　 ④　取締役会の判断およびその判断に係る理由

　　　 本プランは、以下の理由から、上記の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、ま

た当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　　 a．買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること

　　　　　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保ま

たは向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。

　　 b．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されること

　　　　　本プランは、大規模買付行為がなされた際に、大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、

あるいは取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付

者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる

という目的をもって導入されるものです。

　　 c．株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

　　　　　取締役の任期は１年となっていますので、たとえ本プランの有効期間中であっても、取締役の選任を通じて

株主の皆様のご意向を示していただくことが可能です。さらに、対抗措置の発動にあたっては、株主意思の確

認が行われる場合もありますし、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プランを廃

止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっております。その意味で、

本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反映されることとなっております。
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　　 d．合理的な客観的要件の設定

　　　　　本プランは、大規模買付者による買付提案に応じるか否かが、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべ

きであることを原則としており、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないよ

うに設定されております。このように、本プランは取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための

仕組みを確保しているものといえます。

　　 e．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　　　　　当社は、本プランの導入にあたり、取締役会または取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、対

抗措置の発動および本プランの廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を

設置します。実際に当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、独立委員会が、「独立委員会規則」に

従い、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれがあるか否か等を評価、検討

し、取締役会に対して勧告を行い、取締役会はその勧告を最大限尊重して決議を行うこととします。このよう

に、独立委員会によって、取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要については株主

の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プラン

の透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

　　 f．デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　　　　　本プランは、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるもの

とされており、大規模買付者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締

役会により、本プランを廃止することが可能です。

　　　　　従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を

阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはス

ローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するの

に時間を要する買収防衛策）でもありません。

　　

　　 　なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成25年５月27日付「当社株式の大規模買

付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

（http://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/2013/130527_01/pdf/01.pdf）

　

（４）研究開発活動

　当社グループは、「絶えざる創造と革新によって新しいものを求め続け、人と社会に素晴らしい『快』を提供

する」ことを経営理念としており、全ステークホルダーに「健康であること」「心地よいこと」「便利であるこ

と」などを提供する、いわば『"あったらいいな"をカタチにする』ことが使命だと考えております。

  当第２四半期連結累計期間のグループ全体の研究開発費は2,359百万円であります。

  なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

（５）生産、受注及び販売の実績　

　当第２四半期連結累計期間において、商品仕入実績が著しく減少しました。

　これは前連結会計年度において小林メディカル株式会社の株式の80％を譲渡し連結子会社から持分法適用関連

会社にした影響によるものであり、前年同四半期と比べて416百万円減少し、233百万円となりました。

　なお、小林メディカル株式会社は、平成24年11月１日付けで、日本メディカルネクスト株式会社に社名を変更

しております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 170,100,000

計 170,100,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 42,525,000 42,525,000
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 42,525,000 42,525,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権（ストックオプション）は、次のとおりであります。

　（平成25年６月27日および８月20日取締役会決議）

　新株予約権の数（個）      　　　　4,526　　　　　　　　

　新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －　

　新株予約権の目的となる株式の種類       普通株式（注１）　

　新株予約権の目的となる株式の数（株）  　  　　　452,600　

　新株予約権の行使時の払込金額（円）       　　　　5,751　

　新株予約権の行使期間
自　平成27年７月１日

至　平成30年６月30日　

　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

 の発行価格及び資本組入額（円）

　発行価格　　5,751

　資本組入額　2,876　

　新株予約権の行使の条件

　権利行使時においては当社又は当社子会社の取締役

もしくは従業員又は当社常勤監査役の地位にあること

を要す。ただし、定年による退職その他正当な理由の

ある場合にはこの限りでない。

　割当対象者が死亡した場合は、相続人が権利を行使

できる。　

　新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す

る。

　代用払込みに関する事項 －　

  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

 事項
（注２）　

（注１）「１(1)②発行株式」の「内容」欄に記載のとおりです。

（注２）当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場

合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為

の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会

社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社

成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親

会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約

権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８

号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付

することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
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併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め

ることを条件とします。

　　　　　       ①交付する再編対象会社の新株予約権の数

                    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

                 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

                    再編対象会社の普通株式とします。

                  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

                   組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。

                 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

                   組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される

当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

                 ⑤新株予約権を行使することができる期間

                   新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い

日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

                 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

                   資本金等増加限度額を勘案のうえ決定します。

                 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

                   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とします。

                 ⑧新株予約権の行使の条件

                   新株予約権の行使の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。

                 ⑨新株予約権の取得条項

　　　　　　　　　　以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が

不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定

がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができま

す。

　　　　　　　(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　　　　　　(2)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

　　　　　　　(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

　　　　　　　(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案

　　　　　　　(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当

社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を

取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案に準じて決定します。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。　
　
　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成25年７月１日～

平成25年９月30日
－ 42,525,000 － 3,450,000 － 4,183,793
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（６）【大株主の状況】

　 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住  所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

小林 章浩 神戸市東灘区 4,632 10.89

(公財)小林国際奨学財団 大阪市中央区道修町４-４-10 3,000 7.05

井植 由佳子　 兵庫県芦屋市 2,596 6.10

ステート ストリート バンク アン

ド トラスト カンパニー 505223

（常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営

業部）

東京都中央区月島４-16-13 2,160 5.07

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト カンパニー　

（常任代理人 香港上海銀行東京

支店）

東京都中央区日本橋３-11-１ 1,644 3.86

ザ チェース マンハッタン バンク

エヌエイ ロンドン エス エル オム

ニバス アカウント

（常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営

業部）　

東京都中央区月島４-16-13 1,464 3.44

渡部 育子 東京都千代田区 1,275 2.99

宮田 彰久 東京都千代田区 1,148 2.70

(有)鵬 兵庫県宝塚市仁川北３-９-２ 1,089 2.56

㈱フォーラム
大阪市中央区安土町２－３－13　大阪国際ビル

３階
1,035 2.43

計 － 20,047 47.14

(注)　１．当社は、自己株式を1,576千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す。　　　　　　　　　　

      ２．ＭＦＳインベストメント・マネジメント㈱から、平成25年８月１日付けで提出された変更報告書により、

平成25年７月26日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成25年９

月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住　　所 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

　ＭＦＳインベストメント・マ

　ネジメント㈱

　東京都千代田区霞が関１-４-２

大同生命霞が関ビル
         265,000 0.62

　マサチューセッツ・ファイナ

　ンシャル・サービセズ・カ

ン　　　

　パニー

　（共同保有者）

　米国02199 マサチューセッツ州

ボストン、ハンティントンアベ

ニュー111

4,043,400 9.51

　　　３．テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシーから、平成25年８月20日付けで提出された

変更報告書により、平成25年８月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当

社として平成25年９月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には

含めておりません。
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氏名又は名称 住　　所 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

テンプルトン・インベストメン

ト・カウンセル・エルエルシー

　米国33301　フロリダ州フォー

ト・ローダデイル、セカンドス

トリート、サウスイースト300 

         1,457,289 3.43

フランクリン・テンプルトン・

インベストメンツ・コープ

（共同保有者）

　カナダＭ２Ｎ ＯＡ７ オンタリ

オ州、トロント、スイート

1200、ヤング・ストリート5000

565,511 1.33

テンプルトン・アセット・マネ

ジメント・リミテッド

（共同保有者）

　シンガポール共和国　038987、

サンテック・タワー・ワン＃38-

03、テマセク・ブルヴァール７

66,120　 0.16　

フランクリン・テンプルトン・

インベストメンツ　

（共同保有者）

　香港、セントラル、コノート

ロード８、ザ チャーターハウス

17階

47,900　 0.11　

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）

 （自己保有株式）

普通株式

1,576,700

－

「１(1)②発行済株式」

の「内容」欄に記載の

とおりであります。

完全議決権株式（その他）
　普通株式

40,875,000　
408,750

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元未満株式
　普通株式

73,300　
－ －

発行済株式総数 42,525,000 － －

総株主の議決権 － 408,750 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。

　　　　また、「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権数10個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　

(自己保有株式) 

 小林製薬㈱

　

大阪市中央区道修町４-４-10 1,576,700 － 1,576,700 3.71

計 － 1,576,700 － 1,576,700 3.71
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から

平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金
※1 45,862 ※1 42,245

受取手形及び売掛金 30,818 32,809

有価証券 1,506 4,004

商品及び製品 8,500 10,525

仕掛品 584 576

原材料及び貯蔵品 2,113 2,316

繰延税金資産 3,885 3,809

その他 1,141 1,717

貸倒引当金 △58 △59

流動資産合計 94,353 97,946

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,259 6,214

機械装置及び運搬具（純額） 2,410 2,467

工具、器具及び備品（純額） 1,111 1,097

土地 3,425 3,430

リース資産（純額） 385 257

建設仮勘定 137 568

有形固定資産合計 13,730 14,034

無形固定資産

のれん 3,637 3,927

商標権 350 268

ソフトウエア 896 903

リース資産 14 20

その他 193 319

無形固定資産合計 5,092 5,439

投資その他の資産

投資有価証券 37,891 37,415

長期貸付金 416 649

繰延税金資産 324 323

投資不動産（純額） 3,067 3,076

その他
※1 2,366 ※1 2,291

貸倒引当金 △135 △135

投資その他の資産合計 43,930 43,620

固定資産合計 62,753 63,095

資産合計 157,106 161,041
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,577 11,413

短期借入金 4 2

未払金 12,360 12,142

リース債務 262 185

未払法人税等 4,091 3,369

未払消費税等 542 362

返品調整引当金 1,109 1,034

賞与引当金 1,881 1,841

事業整理損失引当金 1,047 1,047

資産除去債務 10 10

その他 1,588 1,533

流動負債合計 34,477 32,942

固定負債

リース債務 163 121

退職給付引当金 4,883 4,833

役員退職慰労引当金 20 21

資産除去債務 72 73

その他 2,616 2,265

固定負債合計 7,757 7,314

負債合計 42,234 40,257

純資産の部

株主資本

資本金 3,450 3,450

資本剰余金 4,219 4,219

利益剰余金 109,946 114,139

自己株式 △4,703 △4,704

株主資本合計 112,912 117,104

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,357 4,046

繰延ヘッジ損益 504 981

為替換算調整勘定 △2,904 △1,377

その他の包括利益累計額合計 1,958 3,650

新株予約権 － 27

少数株主持分 0 0

純資産合計 114,872 120,784

負債純資産合計 157,106 161,041
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 58,253 58,247

売上原価 23,553 23,453

売上総利益 34,699 34,793

販売費及び一般管理費
※1 26,461 ※1 26,170

営業利益 8,237 8,623

営業外収益

受取利息 88 115

受取配当金 128 175

受取ロイヤリティー 252 242

不動産賃貸料 137 137

持分法による投資利益 303 66

その他 163 88

営業外収益合計 1,074 825

営業外費用

支払利息 23 9

売上割引 335 320

不動産賃貸原価 37 35

為替差損 61 228

その他 22 13

営業外費用合計 480 607

経常利益 8,830 8,840

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 187 2

関係会社株式売却益 2,285 514

その他 164 36

特別利益合計 2,638 553

特別損失

製品不良関連損失 － 19

固定資産除売却損 18 22

投資有価証券評価損 618 －

減損損失 14 28

その他 16 10

特別損失合計 667 80

税金等調整前四半期純利益 10,802 9,313

法人税、住民税及び事業税 3,820 3,384

法人税等調整額 △138 △24

法人税等合計 3,682 3,359

少数株主損益調整前四半期純利益 7,120 5,953

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純利益 7,120 5,953
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 7,120 5,953

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 415 △310

繰延ヘッジ損益 22 △16

為替換算調整勘定 183 1,527

持分法適用会社に対する持分相当額 178 491

その他の包括利益合計 801 1,692

四半期包括利益 7,921 7,645

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,921 7,646

少数株主に係る四半期包括利益 0 △0
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 10,802 9,313

減価償却費 1,234 1,254

のれん償却額 174 205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 △2

受取利息及び受取配当金 △217 △290

支払利息 23 9

持分法による投資損益（△は益） △303 △66

関係会社株式売却損益（△は益） △2,285 △514

固定資産除売却損益（△は益） 17 22

売上債権の増減額（△は増加） △1,030 △1,574

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,123 △1,907

仕入債務の増減額（△は減少） △353 △336

未払金の増減額（△は減少） △2,438 △231

未払消費税等の増減額（△は減少） 15 △178

その他 △58 △243

小計 2,440 5,453

利息及び配当金の受取額 205 316

利息の支払額 △21 △4

法人税等の支払額 △4,701 △4,113

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,077 1,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △12,500 △30,010

定期預金の払戻による収入 － 29,500

有価証券の取得による支出 △16,495 －

有価証券の売却(償還)による収入 20,500 500

有形固定資産の取得による支出 △1,014 △1,456

有形固定資産の売却による収入 40 65

無形固定資産の取得による支出 △217 △255

投資有価証券の取得による支出 △14,569 △142

投資その他の資産の取得による支出 △149 △74

投資その他の資産の売却による収入 33 66

長期貸付けによる支出 △440 △233

長期貸付金の回収による収入 32 2

関係会社株式の売却による収入 － 1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

4,024 －

その他 185 △814

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,571 △1,853
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △4 △1

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △1,759 △1,759

リース債務の返済による支出 △192 △157

その他 1 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,957 △1,919

現金及び現金同等物に係る換算差額 17 495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,588 △1,626

現金及び現金同等物の期首残高 42,835 22,322

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 18,247 ※1 20,695
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　　　（1）連結範囲の重要な変更

　　　　　 小林ヘルスケア（タイランド）カンパニー リミティッドは平成25年６月19日付けで新たに設立いたしました

　　　　 ので、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

　　

     （2）持分法適用の範囲の重要な変更

　　　　　 前連結会計年度において持分法適用関連会社でありました日本メディカルネクスト㈱は保有する全株式につ

　　　　 いて平成25年５月20日付けで三菱商事株式会社へ譲渡したため、第１四半期連結会計期間より持分法適用の範

         囲から除外しております。

　

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　担保資産

　　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）　

当第２四半期連結会計期間

（平成25年９月30日）　

　　　 (1) 定期預金　 40百万円 50百万円

　　 　 　担保に係る債務（保証債務）　 40百万円 50百万円

　　　 (2) 差入保証金　 80百万円 80百万円

　　 (注) 関税法・消費税法に基づく納期限延長制度を利用する際の担保として供託しているものであります。　

　

２　当社及び連結子会社（前連結会計年度（小林ヘルスケア　ヨーロッパ　リミティッド、上海小林日化有限

公司、ヒートマックス　インコーポレーティッド、台湾小林薬業股分有限公司）、当第２四半期連結会計期

間(小林ヘルスケア　ヨーロッパ　リミティッド、上海小林日化有限公司、ヒートマックス　インコーポレー

ティッド、台湾小林薬業股分有限公司、小林ヘルスケア（マレーシア）センドリアン　バーハッド、ピー

ティー小林ファーマスーティカル　インドネシア、小林ヘルスケア　オーストラリア　プロプライエタ

リー　リミティッド）)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約等及び

貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
26,441百万円 26,601百万円

借入実行残高 － －

差引額 26,441 26,601

 

 ３　偶発債務

 ファクタリング取引にかかる債務の期日前弁済額に対して、下請代金支払遅延等防止法により遡及義務を

負っている額は次のとおりであります。

前連結会計年度
（平成25年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

 540百万円  1,226百万円

　

 ４　保証債務

　被災地中小企業の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）　

当第２四半期連結会計期間

（平成25年９月30日）　

被災地中小企業　 40百万円 50百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

販売促進費 3,272百万円   3,354百万円

運賃保管料 2,369 2,336

広告宣伝費 7,126 6,619

給料諸手当及び賞与 4,584 4,350

退職給付費用 336 346

支払手数料 2,293 2,278

研究開発費 2,056 2,359

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 30,747百万円 42,245百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △12,500 △24,550

償還期間が３ヶ月以内の有価証券 － 3,000

現金及び現金同等物 18,247 20,695

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年９月30日）

(1)配当金支払額　

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額　
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成24年５月25日

取締役会
普通株式 1,760 43 平成24年３月31日 平成24年６月11日 利益剰余金　

 (2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額　
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成24年11月２日

取締役会
普通株式 1,596 39 平成24年９月30日 平成24年12月６日 利益剰余金　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年９月30日）

(1)配当金支払額　

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額　
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成25年５月27日

取締役会
普通株式 1,760 43 平成25年３月31日 平成25年６月７日 利益剰余金　
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 (2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額　
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成25年11月１日

取締役会
普通株式 1,760 43 平成25年９月30日 平成25年12月５日 利益剰余金　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）　

　 報告セグメント

その他　

（注）
１　

合計
調整額
（注）２

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注）
３　

 

　
家庭用
品製造
販売

　

通信
販売　

医療
関連

計

売上高     　 　 　  

　外部顧客への売上高 50,983 4,917 1,811 57,712 540 58,253 － 58,253

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高
1,359 － － 1,359 2,829 4,188 △4,188 －

計 52,342 4,917 1,811 59,071 3,370 62,442 △4,188 58,253

セグメント利益又は損失（△） 8,038 △123 555 8,470 591 9,061 △230 8,830

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、合成樹脂容器の

製造販売、保険代理業、不動産管理、広告企画制作等を含んでおります。

　　　２.セグメント利益又は損失の調整額△230百万円は、セグメント間取引消去であります。

　　　３.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２. 報告セグメントごとの資産に関する情報　

　　「医療関連事業」において、小林メディカル株式会社の株式の80％を譲渡したことなどにより、前連結会計

年度の末日に比べ、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの資産の金額は3,512百万円減少しておりま

す。

　　なお、小林メディカル株式会社は、平成24年11月１日付けで、日本メディカルネクスト株式会社に社名を変

更しております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 固定資産にかかる重要な減損損失を認識していないため、また、のれんの金額に重要な変動が生じていない

ため、固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報の記載を省略しております。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）　

　 報告セグメント

その他　

（注）
１　

合計
調整額
（注）２

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注）
３　

 

　
家庭用
品製造
販売

　

通信
販売　

医療
関連

計

売上高     　 　 　  

　外部顧客への売上高 51,760 5,176 732 57,669 577 58,247 － 58,247

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高
1,491 － － 1,491 2,158 3,650 △3,650 －

計 53,251 5,176 732 59,161 2,736 61,897 △3,650 58,247

セグメント利益 7,994 28 488 8,511 577 9,088 △247 8,840

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、合成樹脂容器の

製造販売、保険代理業、不動産管理、広告企画制作等を含んでおります。

　　　２.セグメント利益の調整額△247百万円は、セグメント間取引消去であります。

　　　３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 固定資産にかかる重要な減損損失を認識していないため、また、のれんの金額に重要な変動が生じていない

ため、固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報の記載を省略しております。

　

（金融商品関係）

      当第２四半期連結会計期間末（平成25年９月30日）

　 金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比較して著しい変動がありま

 せん。

　

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成25年９月30日）　

　 有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比較して著しい変動がありま

 せん。

　

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成25年９月30日）

 デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 173円88銭 145円40銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 7,120 5,953

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 　

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 7,120 5,953

普通株式の期中平均株式数（千株） 40,948 40,948

　（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

　　　　記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

　

２【その他】

当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」

旨を定款に定めております。平成25年11月１日に開催された取締役会決議により、平成25年９月30日を基準日とし

て、中間配当を行うことを決議いたしました。

　配当金の総額並びに、剰余金の配当は以下のとおりであります。

（決議）
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

支払請求の効力発生日
及び支払開始日　

　

　　平成25年11月１日

　　取締役会
1,760 43 平成25年12月5日 　

 　(注) 平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

EDINET提出書類

小林製薬株式会社(E01047)

四半期報告書

29/30



 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成25年11月７日

小林製薬株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西 原　健 二　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 押 谷　崇 雄　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている小林製薬株式会

社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平成

25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、小林製薬株式会社及び連結子会社の平成25年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別

途保管しております。　

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。　
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